
   ○横浜市の債権の管理等に関する規則 

平成 30 年３月 23 日 

        横浜市規則第 16 号 

 横浜市の債権の管理等に関する規則をここに公布する。   

   横浜市の債権の管理等に関する規則 

 横浜市の私債権の管理に関する条例施行規則（平成 21 年 12 月横浜市規則第 107 号）の全部を改正する。 

目次 

 第１章 総則（第１条・第２条） 

 第２章 条例の施行に関する事項（第３条・第４条） 

 第３章 市の債権の管理等に関する事項（第５条―第 14 条） 

 第４章 雑則（第 15 条） 

 附則 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、別に定めるものを除くほか、横浜市の私債権の管理に関する条例（平成 21 年 12 月

横浜市条例第 52 号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるとともに、横浜市（以下

「市」という。）の適正な債権の管理に資するため、必要な手続及び基準等を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。 

 (2) 市の公債権 市の債権のうち、公法上の原因に基づいて発生する債権をいう。 

 (3) 市の私債権 条例第２条第１号の市の私債権をいう。 

 (4) 市の債務 金銭の給付を目的とする市の義務をいう。 

   第２章 条例の施行に関する事項 

 （市の私債権の管理台帳） 

第３条 条例第５条に定める台帳の整備に関する事務は、市の私債権に係る事務事業を主管する課の課長

（これに準ずる者を含む。）が担うものとする。 

２ 条例第５条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 

 (1) 市の私債権の名称 

 (2) 債務者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名 

 (3) 市の私債権の額 

 (4) 市の私債権の発生年度 

 (5) その他市長が必要と認める事項 

３ 市の私債権の管理上支障がないと市長が認める場合においては、前項各号に掲げる事項の一部を省略

することができる。 

 （徴収停止後市の私債権等を放棄するまでの期間） 

第４条 条例第７条第５号の相当の期間は、原則として１年以上とする。 

   第３章 市の債権の管理等に関する事項 

 （市の公債権の管理台帳） 

第５条 市の公債権に係る事務事業を主管する課の課長（これに準ずる者を含む。）は、市の公債権を適正

に管理するため、第３条第２項各号に掲げる事項を記載し、又は記録した台帳を整備しなければならな

い。この場合において、同項第１号、第３号及び第４号中「市の私債権」とあるのは、「市の公債権」と

読み替えるものとする。 

２ 第３条第３項の規定は、市の公債権の管理について準用する。この場合において、同項中「市の私債

権」とあるのは、「市の公債権」と読み替えるものとする。 

 （市の債権の管理における現状の記載） 

第６条 市の債権に係る事務事業を主管する課の課長（これに準ずる者を含む。以下「主管課長等」とい

う。）は、その所掌に属すべき市の債権が発生し、若しくは市に帰属したとき、又はその内容に変更があ

ったときは、遅滞なく、第３条第２項各号（前条の規定により読み替える場合を含む。）に掲げる事項を

調査し、確認の上、これを台帳に記載し、又は記録しなければならない。ただし、台帳に記載され、又

は記録されていない市の債権について、その全部が消滅していることを確認した場合は、この限りでな

い。 



２ 主管課長等は、前項に規定するもののほか、その所掌に属する市の債権の管理に関する事務の処理に

つき必要な事項を台帳に記載し、又は記録しなければならない。 

 （履行期限の設定及び給付の完了の検査） 

第７条 主管課長等は、その所掌に属する市の債権の履行期限について、法令又は契約に定めがある場合

を除き、前条第１項の規定により債務者及び市の債権の額を確認した日から 20 日以内における適宜の履

行期限を定めるものとする。 

２ 主管課長等は、その所掌に属する市の債権の履行期限経過後、遅滞なく、その受ける給付の完了の確

認をするため必要な検査をするものとする。 

 （督促） 

第８条 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「令」という。）第 171 条に規定する督促は、原

則として履行期限経過後 30 日以内に行うものとする。 

２ 前項の督促に指定する期限は、当該督促の日から 10 日以内の日とする。 

３ 第１項の督促は、原則として書面により行うものとする。 

 （督促後強制執行等の措置をとるまでの期間） 

第９条 令第 171 条の２の相当の期間は、原則として１年以下とする。 

 （担保の種類及びその他の保全措置） 

第 10 条 令第 171 条の４第２項の規定により担保の提供を求める場合における担保は、次に掲げるもので

なければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると主管課

長等が認めるときは、他の担保をもって足りる。 

 (1) 横浜市予算、決算及び金銭会計規則（昭和 39 年３月横浜市規則第 57 号）第３条第１項の表に掲げ

る有価証券 

 (2) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械 

 (3) 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団及び道路交通

事業財団 

 (4) 主管課長等が確実と認める金融機関その他の保証人の保証 

２ 令第 171 条の４第２項の必要な措置には、次に掲げる措置を含むものとする。 

 (1) 法令の規定により市が債権者として債務者に属する権利を行使することができるときは、債務者に

代位して当該権利を行使するために必要な措置 

 (2) 債務者が市の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令の規定により市が債権者と

して当該行為の取消しを求めることができるときは、その取消しを裁判所に請求する措置 

 (3) 市の債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、消滅時効を完成させないために

必要な措置 

 （相殺等） 

第 11 条 主管課長等は、その所掌に属する市の債権と相殺し、又はこれに充当することができる市の債務

があることを知ったときは、直ちに、当該市の債務に係る事務事業を主管する課の課長（これに準ずる

者を含む。以下「債務主管課長等」という。）に対し、相殺又は充当に係る事務を執行すべきことを請求

しなければならない。 

２ 債務主管課長等は、その所掌に属する市の債務について、前項の請求があったときその他当該市の債

務と相殺し、又はこれを充当することができる市の債権があることを知ったときは、遅滞なく、相殺又

は充当に係る事務を執行するとともに、その旨を当該市の債権に係る主管課長等に通知するものとする。 

３ 主管課長等は、前項の通知を受けた場合を除き、その所掌に属する市の債権と市の債務との間に相殺

が行われたことを知ったときは、直ちに、その旨を当該債務主管課長等に通知するものとする。 

４ 主管課長等は、その所掌に属する市の債権と相殺し、又はこれに充当することができる市の債務の内

容を確認する必要があるときは、市長が別に定める場合を除き、次に掲げる者に当該確認を依頼するこ

とができる。 

 (1) 債務主管課長等 

 (2) 当該市の債務に係る事務事業を主管する可能性がある課（これに準ずる事務所、事業所等を含む。）

が属する局区（横浜市事務分掌条例（昭和 26 年 10 月横浜市条例第 44 号）第１条に掲げる統括本部及

び局、会計室、区役所、消防局、水道局、交通局、医療局病院経営本部、教育委員会事務局、選挙管

理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局並びに議会局をいう。）の経理主任（これに準ずる者

を含む。） 

 （履行延期の特約等の手続） 



第 12 条 令第 171 条の６の規定による履行期限を延長する特約又は処分（以下「履行延期の特約等」とい

う。）は、次に掲げる事項を記載した債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。 

(1) 市の債権の名称又はその発生原因 

(2) 債務者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名 

(3) 市の債権の額 

(4) 履行期限の延長を必要とする理由 

(5) 延長に係る履行期限 

(6) その他市長が必要と認める事項 

２ 主管課長等は、履行延期の特約等をする場合には、直ちに、その旨を記載した書面を作成し、債務者

に送付しなければならない。 

３ 主管課長等は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限（履行期限後に履行延期の特約等をする

場合には、当該履行延期の特約等をする日）から５年以内において、その延長に係る履行期限を定める

ものとする。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。 

４ 主管課長等は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。 

 (1) 当該市の債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関

して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め

ること。 

 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面を提出すること。 

 (3) 次に掲げる場合には、当該市の債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げ

ることができること。 

  ア 債務者が市の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそ

れがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。 

  イ 当該市の債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額

についての履行を怠ったとき。 

  ウ 令第 171 条の４第１項の規定による債権の申出をする必要が生じたとき。 

  エ 債務者が第１号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。 

  オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適

当となったと認められるとき。 

 (4) 次条各項の規定による措置に応じること。 

 (5) 主管課長等が指定する期限までに、担保の提供又は債務名義の取得のために必要な行為がなかった

ときは、当該履行延期の特約等の承認を取り消すことがあること。 

 （履行延期の特約等に係る措置） 

第 13 条 主管課長等は、その所掌に属する市の債権について履行延期の特約等をする場合には、次に掲げ

る場合を除き、第 10 条第１項各号に掲げる担保を提供させるものとする。 

 (1) 債務者から担保を提供させることが公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合 

 (2) 同一債務者に対する市の債権の合計額が 1,000,000 円未満である場合 

 (3) 履行延期の特約等をする市の債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金

に係るものである場合 

 (4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合 

２ 主管課長等は、その所掌に属する市の債権で既に担保の付されているものについて履行延期の特約等

をする場合において、その担保が当該市の債権を担保するのに十分であると認められないときは、提供

する担保の追加又は保証人の変更その他担保の変更をさせるものとする。 

３ 主管課長等は、第１項の規定により担保を提供させることとなっているものについて、その履行延期

の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが困難であると認めるときは、期限を指定して、

その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせることができる。 

４ 主管課長等は、その所掌に属する市の債権（債務名義のあるものを除く。）について履行延期の特約等

をする場合であって、当該市の債権に確実な担保が付されていないときは、次に掲げる場合を除き、当

該市の債権について債務名義を取得するため必要な措置をとらなければならない。 

 (1) 強制執行をすることが公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合 

 (2) １項第２号又は第３号に掲げる場合 

 (3) 債務者が無資力であることにより債務名義を取得するために必要な費用を支弁することができない

と認める場合。ただし、その債務者が当該費用及び市の債権の額を合わせて支払うことができること



となるときまでに限る。 

 （市の債権に関する契約の内容） 

第 14条 主管課長等は、市の債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、

契約書の作成を省略することができる場合を除き、次に掲げる事項について定めるものとする。 

 (1) 分割して弁済させることとなっている市の債権について、債務者が分割された弁済金額についての

履行を怠ったときは、当該市の債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができるこ

と。 

 (2) 担保の付されている市の債権について、担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生

じたときは、債務者は、市の請求に応じ、提供する担保の追加又は保証人の変更その他担保の変更を

しなければならないこと。 

 (3) 第 12 条第４項第１号に掲げる事項  

 (4) 債務者が第 12 条第４項第１号の定める質問、調査又は報告若しくは資料の提出の求めに従わないと

きは、当該市の債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。 

   第４章 雑則 

 （委任） 

第 15 条 この規則の施行に関し必要な事項は、財政局長が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成 30 年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の横浜市の債権の管理等に関する規則第 14 条の規定は、この規則の施行の日以

後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。 

 


